
和泉市職員旅費条例及び和泉市実費弁償条例の一部改正について 

（概要） 

 

市長公室人事課   
 

 

１ 改正の理由 

  国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１０４号）の一部改正に準

じ、鉄道賃の急行料金支給に係る距離要件の廃止、日当の廃止及び宿泊手当の新設、

その他所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 主な改正の内容 

 

●和泉市職員旅費条例 

（１） 旅費種目の見直し（第３条） 

 現状の社会情勢に対応し、車賃、宿泊料、日当及び移転料を、その他の交通費、宿

泊費、宿泊手当及び転居費の旅費種目に見直す。 

また、法律に追加されたことに伴い、移動及び宿泊が一体となったものについて、

包括宿泊費を設ける。 

 

（２） 鉄道賃の急行料金の支給基準の見直し（第７条） 

 現行制度上、鉄道賃の急行料金の支給基準について、距離による一律の制限を設け

ているが、法律から廃止されたことに伴い、同規定を廃止する。 

 

（３） 宿泊手当（旧：日当）の見直し（第１１条） 

現行制度上、昼食代を含む諸雑費等に充てるための費用として日当が支給されてい

るが、支給対象の見直しに伴い、日当を廃止し、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費（夕

朝食代の掛かり増しを含む）に充てるための費用として宿泊手当を新設する。 

なお、日当は１日あたり定額であるのに対し、宿泊手当は一夜あたりの定額を支給

する。手当額は法律に準じて２，４００円とする。 

また、宿泊費に朝食又は夕食の費用が含まれる場合は、１，６００円を、朝食及び

夕食の費用が含まれる場合は、８００円を支給する。 

 

（４） 宿泊費（旧：宿泊料）の見直し及び包括宿泊費の新設（第１２条） 

 現行運用上、上限付き実費支給方式として支給しているが、法律に明記されたこと

に伴い、上限付き実費支給方式であることを追記する。 

 なお、その額は１夜につき１９，０００円を上限として規則で定める額とする。 

 また、法律に追加されたことに伴い、交通費の額と宿泊費基準額の合計額を上限と

して包括宿泊費を整備する。 

 



 

（５） 転居費（旧：移転料）の見直し（第１３条） 

現行制度上、職員の収入によって生計を維持している者に対し、新旧勤務地間の移

転に係る費用を支給しているが、法律が改正されたことに伴い、生計を一にしている

者について新旧居住地間の移転に係る費用を支給できるよう所要の規定を整備する。 

 

●和泉市実費弁償条例 

（６） 日当の廃止に伴う整備（第３条） 

和泉市職員旅費条例の改正により、日当を廃止することに伴い、当該条文の所要の

規定の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 



項目 旧 新 旧 新

鉄道賃の急行料金、座席指定料金
距離制限あり
50ｋｍ～
100ｋｍ～

距離制限なし、その他規則運用
にて整理予定
（公務のために特に必要）

距離制限あり
50ｋｍ～
100ｋｍ～

距離制限なし、最下級の運賃
（公務のために特に必要）（政令）

船賃の運賃、座席指定料金

運賃に等級区分がある場合
3階級：中級
2階級：上級
等級区分なし：乗船に要する運
賃

規則・運用にて整理予定 職位・等級により異なる船賃 最下級の運賃（政令）

航空賃のクラス 規定なし 規則・運用にて整理予定 規定なし 最下級の運賃（政令）

日当

有り
定額2,000円
近畿管内日帰り旅行1,000円
大阪府内支給しない

廃止
有り
職位・等級により異なる

廃止

宿泊手当 -

新設
2,400円／夜
朝食又は夕食有：1,600円／夜
朝食及び夕食有：800円／夜
移動中宿泊（食費込）：800円／
夜
自宅等対象外

-

新設
2,400円／夜（省令）
朝食又は夕食有：1,600円／夜
朝食及び夕食有：800円／夜
移動中宿泊（食費込）：800円／
夜
自宅等対象外

宿泊の費用
宿泊料　実費
上限14,000円

宿泊費　実費
上限19,000円
都道府県ごとに規則で規定
最低14,000円
※省令を上回る道府県あり

宿泊料　定額
職位・等級により異なる

宿泊費　実費
都道府県ごとに規定（省令）

包括宿泊費 -
新設
交通費と宿泊費がセットになっ
たパック料金について支給可能

-

新設
交通費と宿泊費がセットになっ
たパック料金について支給可能
（政令）

引っ越し代 移転料　上限あり実費
転居費　実費
（運送・宅配）

移転料　定額 転居費　実費

家族の移転料

移転料
支給対象：扶養親族
※交通費、日当、宿泊料につい
ては、同居親族に新旧勤務地間
の旅費支給

家族移転費（交通費、宿泊費、包
括宿泊費、宿泊手当含む）
同居の親族
新旧居住地間の旅費支給

扶養親族移転料（交通費、日当、
宿泊料含む）
新旧勤務地間の旅費支給

家族移転費（交通費、宿泊費、包
括宿泊費、宿泊手当含む）
同居の親族
新旧居住地間の旅費支給

死亡手当 無し 無し 有り 有り

遺族の旅費

出張中の死亡…旧勤務地から死
亡地までの往復交通費
赴任のための旅行中の死亡…旧
勤務地から死亡地までの往復交
通費

出張中の死亡…遺族居住地から
死亡地までの往復交通費
赴任のための旅行中の死亡…遺
族居住地から死亡地までの往復
交通費

出張中の死亡…旧勤務地から死
亡地までの往復交通費
赴任のための旅行中の死亡…旧
勤務地から死亡地までの往復交
通費

出張中の死亡…遺族居住地から
死亡地までの往復交通費
赴任のための旅行中の死亡…遺
族居住地から死亡地までの往復
交通費＋死亡地から新赴任地ま
での移送費等

和泉市旅費条例
国家公務員等の旅費に関する法律

国家公務員等の旅費に関する法律施行令
国家公務員等の旅費支給規程



議案第   号 

 

   和泉市職員旅費条例及び和泉市実費弁償条例の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市職員旅費条例及び和泉市実費弁償条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年  月  日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１０４号）の改正に準じ、鉄道賃の急行料金の支給に係る距離要件の廃止、日当の廃

止及び宿泊手当の新設その他所要の規定の整備を行う必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 



和泉市条例第   号 

 

和泉市職員旅費条例及び和泉市実費弁償条例の一部を改正する条例（案） 

 

 （和泉市職員旅費条例の一部改正） 

第１条 和泉市職員旅費条例（昭和３１年和泉市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （旅費の種類） 

第３条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、

宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費とし、経済的かつ合理

的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。た

だし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的

かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その

現によった経路及び方法によって計算する。 

  

 

 

 

 

第４条、第５条 略 

 （旅費の種類） 

第３条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移

転料とし、順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天

災その他やむをえない事由により順路によりがたい場合において

は、その現に通過した経路による。 

 

 

 （旅行中に年度経過、職務の変更があった場合） 

第４条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職

務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合におい

ては、最初の目的地に到着した日をもって、その路程を区分して計

算する。 

第５条、第６条 略 
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 （職員以外の者の旅費） 

第６条 略 

 （鉄道賃） 

第７条 鉄道賃は、鉄道（軌道を含む。以下同じ。）を利用する移動

に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号

までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもの

であって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。 

（１）運賃 

（２）急行料金 

（３）寝台料金 

（４）座席指定料金 

（５）前各号に掲げる費用に付随する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 略 

 （鉄道賃） 

第８条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により

支給する。 

２ 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃（以下この条において「運賃」

という。）、急行料金及び座席指定料金による。 

（１）その乗車に要する運賃 

（２）急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、前

号に規定する運賃のほか、急行料金 

（３）座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合に

は、前２号に規定するもののほか、座席指定料金 

３ 前項第２号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に限り、支給する。 

（１）特別急行列車を運行する線路による片道１００キロメートル以

上の旅行については、特別急行料金 

（２）普通急行列車を運行する線路による片道５０キロメートル以上

の旅行については、急行料金 

４ 第２項第３号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行す

る線路による片道１００キロメートル以上の旅行について、支給す



新 旧 

 

 （船賃） 

第８条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、

次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、第１号に

掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要

とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１）運賃 

（２）寝台料金 

（３）座席指定料金 

（４）前３号に掲げる費用に付随する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 （航空賃） 

第９条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額

は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に

る。 

 （船賃） 

第９条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支

給する。 

２ 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含む。

以下この条において「運賃」という。）、寝台料金及び座席指定料

金による。 

（１）運賃の等級を３階級に区分する船舶による旅行の場合には、中

級の運賃 

（２）運賃の等級を２階級に区分する船舶による旅行の場合には、上

級の運賃 

（３）運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に

要する運賃 

（４）公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前３

号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金 

（５）座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合に

は、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金 

 （航空賃） 

第１０条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により

支給する。 
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掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要

とするものに限る。）の額の合計額とする。 

（１）運賃 

（２）座席指定料金 

（３）前２号に掲げる費用に付随する費用 

 （その他の交通費） 

第１０条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する

移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第

４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。 

（１）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲

げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する

自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する

自動車を利用する移動に要する運賃 

（２）道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事

業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に

規定する自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃 

（３）前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条

第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車

（以下「レンタカー」という。）の賃料その他の移動に直接要

２ 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。 

 

 

 

 

 （車賃） 

第１１条 車賃は、陸路（鉄道を除く。）旅行について、路程に応じ

旅客運賃等により支給する。 

２ 車賃の額は、現に支払った旅客運賃等による。 
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する費用 

（４）前３号に掲げる費用に付随する費用 

 （宿泊手当） 

第１１条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるため

の費用とし、その額は、１夜当たり２，４００円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次条の規定により支給される宿泊費又

は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときの宿

泊手当の額は、当該各号に掲げる額とする。 

（１）朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる

場合 １夜当たり１，６００円 

（２）朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 １夜

当たり８００円 

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項の規定にかかわ

らず、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包括宿泊費及び

家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。）に食費に相当す

るものが含まれる場合には、１夜当たり８００円とする。 

４ 旅行者が、旅行中住所又は居所若しくはこれに相当する場所に宿

泊する場合には、前３項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しな

い。 

 （宿泊費及び包括宿泊費） 

 

 

 （日当） 

第１２条 日当は、旅行中の日数に応じ１日当たりの定額により支給

する。 

２ 日当の額は、別表の定額による。 

３ 近畿管内の日帰り旅行にあっては、前項の規定にかかわらず、別

表の定額の２分の１に相当する額による。 

４ 大阪府内の旅行にあっては、前３項の規定にかかわらず、日当は

支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （宿泊料） 
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第１２条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、１

夜につき１９，０００円を超えない範囲内で地域の実情を勘案して

規則で定める額（以下「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、

当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の

額とする。 

２ 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われ

る費用とし、その額は、当該移動に係る第７条から第１０条までの

規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （転居費） 

第１３条 新たに採用された職員（本市以外の機関からの派遣を受け

第１３条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ支給する。ただし、水路旅

行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。 

２ 宿泊料の額は、市長が別に定めるもののほか、別表の額による。 

 

 

 

 

 

第１４条 削除 

 （旅行日数の計算） 

第１５条 旅行日数は、公務のため要した日数による。 

２ 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数

及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除く外、鉄道

旅行には４００キロメートル、水路旅行には２００キロメートル、

陸路旅行には５０キロメートルについて、１日の割合で通算した日

数を超えることはできない。ただし、１日未満の端数は、これを１

日とする。 

 （移転料等） 

第１６条 新たに採用された職員（本市以外の機関からの派遣を受け



新 旧 

入れて採用した職員その他の市長が特に必要があると認めた職員

に限る。以下同じ。）又は転任を命ぜられた職員であって、勤務地

への赴任に伴い転居（同一都道府県の区域内におけるものを除く。）

を要すると市長が認めた場合は、職員に対して転居に要する転居費

を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 転居費の額は、転居の実態を勘案して、次に掲げる方法により算

定した額とする。 

入れて採用した職員その他の市長が特に必要があると認めた職員

に限る。以下同じ。）又は転任を命ぜられた職員であって、勤務地

への赴任に伴い住居の移転（同一都道府県の区域内におけるものを

除く。）を要すると市長が認めた場合は、職員に対して次に掲げる

額を上限として住居の移転に要する移転料を支給する。 

（１）赴任の際扶養親族（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、

祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持

している者をいう。以下同じ。）を移転する場合には、旧勤務地

（新たに採用された職員については、居住地）から新勤務地まで

の路程に応じ、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法

律第１１４号）別表第１に定める６級以下４級以上の職務にある

者の移転料の額 

（２）赴任の際扶養親族を移転しない場合（扶養親族を有しない場合

を含む。）には、前号に規定する額の２分の１に相当する額 

（３）赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日か

ら１年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に

相当する額 

２ 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場

合には、前項第３号に規定する期間を延長することができる。 
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（１）運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積

りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに

限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法 

（２）転居をする職員が宅配便又は自家用自動車、レンタカーその他

これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該

運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要

する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定し

た額を超えるときは、当該額とする。 

３ 前項の算定に当たっては、市費による支給が適当でない費用とし

て市長が定めるものを除くものとする。 

 

４ 転居をする職員又は当該職員の家族が他から転居に係る旅費の

支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前３項の規

定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける

金額を差し引くこととする。 

 （家族移転費） 

第１４条 家族移転費は、職員の赴任に伴い家族（赴任を命ぜられた

日において同居している者に限る。以下この項及び次項において同

じ。）を、その赴任の際又はその赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に当該職員の新居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項に定める場合においては、同項に定める移転料のほか、職

員及び同居の親族の移転に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日

当及び宿泊料を支給する。 
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に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に

移転するのに要する費用とし、市長が特に必要と認める場合に支給

する。 

２ 家族移転費の額は、家族１人ごとに、職員がその移転をするもの

として算定した交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費の合計額

に相当する額とする。 

３ 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場

合には、第１項に規定する期間を延長することができる。 

 

 （旅行中解職された者の旅費） 

第１５条 略 

第１６条 略 

 （遺族の旅費） 

第１７条 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対

し、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復す

るものとして計算した旅費を支給する。 

２ 前項の遺族とは、職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、子、父母、孫、祖

父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしてい

た他の親族をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条及び第１８条 削除 

 

第１９条 略 

第２０条 略 

 （遺族の旅費） 

第２１条 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対

し、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費を

支給する。 

２ 前項の遺族とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟

姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族を

いう。 
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３ 略 

第１８条 略 

 （旅費の支給額の上限） 

第１９条 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿

泊費、転居費及び家族移転費は、現に支払い、又は支払うこととな

る額を超えて支給することはできない。 

第２０条 略 

 

 

 

 

３ 略 

第２２条 略 

 

 

 

 

第２３条 略 

別表 

日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 

２，０００円 １４，０００円 

  

 （和泉市実費弁償条例の一部改正） 

第２条 和泉市実費弁償条例（昭和３１年和泉市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
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 （自ら提出した請願に関する意見の陳述を行うために出頭した参考

人に支給する実費弁償） 

第３条 前２条の規定にかかわらず、地方自治法第１１５条の２第２

項（同法第１０９条第５項において準用する場合を含む。）の規定

により、市議会に出頭した参考人のうち、自ら提出した請願に関す

 （自ら提出した請願に関する意見の陳述を行うために出頭した参考

人に支給する日当） 

第３条 前２条の規定にかかわらず、地方自治法第１０９条第６項

（同法第１０９条の２第５項及び第１１０条第５項において準用

する場合を含む。）の規定により、市議会に出頭した参考人のうち、
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る意見の陳述を行うために出頭したものに対する実費弁償額は、日

額１，０００円とし、その都度これを支給する。 

  

自ら提出した請願に関する意見の陳述を行うために出頭したもの

に対しては、日当のみを支給し、その額は、１,０００円とする。 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の和泉市職員旅費条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適

用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１７条の規定は、施行日以後に死亡した場合について適用し、施行日前に死亡した場合は、なお従前の例による。 


